
182015．７ 広報なかの

介護段階 対象者 年間保険料

第１

○生活保護を受給している方
○世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金を
受給している方
○世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
80 万円以下の方

29,800 円

第２
○世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の
前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が
120 万円以下の方

49,680 円

第３
○世帯全員が市町村民税非課税であって、本人の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 120 万
円を超える方

49,680 円

第４
○世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
本人は市町村民税非課税の方で、本人の前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万
円以下の方

59,610 円

第５
○世帯の誰かに市町村民税が課税されているが、
本人は市町村民税非課税の方で、本人の前年の
合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万
円を超える方

66,240 円

第６ ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額
が 120 万円未満の方 79,480 円

第７ ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額
が 120 万円以上 200 万円未満の方 82,800 円

第８ ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額
が 200 万円以上 300 万円未満の方 109,290 円

第９ ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額
が 300 万円以上 400 万円未満の方 112,600 円

第 10 ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満の方 132,480 円

第 11 ○本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 600 万円以上の方 145,720 円

※「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し
引いた額です。

　

介
護
保
険
料
の
所
得
段
階
お
よ

び
保
険
料
率
は
、
介
護
保
険
事
業

計
画
に
基
づ
き
３
年
ご
と
に
見
直

さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
平
成
27
〜
28
年
度

の
保
険
料
が
左
表
の
と
お
り
決
ま

り
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

　

要
介
護
認
定
者
の
増
加
や
介
護

保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
量
の
増
加

な
ど
に
よ
り
、
介
護
保
険
料
は
前

介
護
保
険
制
度
に
つ
い
て

回
に
比
べ
て
上
昇
し
ま
す
が
、
上

昇
を
抑
え
る
た
め
基
金
を
取
り
崩

し
、
さ
ら
に
低
所
得
者
に
配
慮
す

る
た
め
、
所
得
段
階
区
分
を
細
分

化
し
ま
し
た
。

　

保
険
料
は
介
護
保
険
制
度
を
運

営
す
る
た
め
の
大
切
な
財
源
で

す
。

　

保
険
料
の
納
付
に
つ
い
て
皆
さ

ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
伴

い
、
８
月
か
ら
次
の
と
お
り
サ
ー

ビ
ス
の
費
用
負
担
な
ど
に
変
更
が

あ
り
ま
す
。

　

次
の
要
件
全
て
に
該
当
す
る
方

は
、
利
用
者
負
担
が
１
割
か
ら
２

割
に
変
わ
り
ま
す
。

○
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
６
０
万
円
以
上

○
同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
方

（
第
１
号
被
保
険
者
）
の
「
年

金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得

金
額
」
の
合
計
が
、
単
身
世
帯

で
２
８
０
万
円
以
上
、
２
人
以

上
世
帯
で
３
４
６
万
円
以
上

　
　

　

特
に
所
得
の
高
い
現
役
並
み
所

得
相
当
の
方
が
い
る
世
帯
の
方
に

つ
い
て
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
際
に
相
応
の
ご
負
担
を
お

願
い
す
る
た
め
、
月
々
の
負
担
の

上
限
が
３
万
７
２
０
０
円
か
ら

４
万
４
４
０
０
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
ま
す
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
に
、
所
得
が
低
い
方
に
対
し
て

食
費
と
居
住
費
な
ど
の
軽
減
を
す

る
、「
負
担
限
度
額
認
定
証
」
の

認
定
要
件
が
変
更
さ
れ
ま
す
。
認

定
さ
れ
る
に
は
、
次
の
要
件
全
て

に
該
当
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○
生
活
保
護
受
給
者
の
方
ま
た

は
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税

非
課
税
の
方
な
ど

○
同
一
世
帯
か
ど
う
か
を
問
わ

ず
、
配
偶
者
が
市
町
村
民
税
課

税
者
で
は
な
い
方

○
預
貯
金
の
金
額
が
、
単
身
の
場

合
は
１
千
万
円
以
下
、
夫
婦
の

場
合
は
２
千
万
円
以
下
の
方

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
相
部

屋
（
多
床
室
）
に
入
所
す
る
方
の

う
ち
、
市
町
村
民
税
課
税
世
帯
の

方
な
ど
に
つ
い
て
は
、新
た
に「
室

料
相
当
」
を
負
担
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

高
齢
者
支
援
課
介
護
保
険
係
（
中

野
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
22
２
１
１
１
（
内
線
３
６
５
）

▼平成 27 ～ 28 年度の介護保険料

１
一
定
以
上
の
所
得
が
あ

る
方
は
利
用
者
負
担
が

２
割
に
な
り
ま
す

２
月
々
の
負
担
の
上
限（
高

額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

基
準
）
が
変
わ
り
ま
す

３
食
費
・
部
屋
代
の
負
担

軽
減
の
基
準
が
変
わ
り

ま
す

４
特
養
の
相
部
屋
（
多
床

室
）
に
入
所
す
る
方
の

部
屋
代
負
担
に
つ
い
て

介
護
保
険
料
が

決
ま
り
ま
し
た

８
月
か
ら
介
護
保
険

制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
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投
票
率
の
推
移
に
つ
い
て

　

今
年
の
４
月
に
行
わ
れ
た
長
野

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
を
含
む
、

過
去
５
年
間
の
選
挙
に
お
け
る
投

票
率
を
県
下
19
市
で
比
較
す
る
と
、

選挙を考える
連載企画

表
１
の
と
お
り
中
野
市
の
投
票
率

が
低
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
中
野
市
議
会
議
員
一
般

選
挙
お
よ
び
中
野
市
長
選
挙
の
投

票
率
の
推
移
（
図
１
）
を
ご
覧
い

た
だ
く
と
、
年
々
投
票
率
が
低
下

し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

選挙管理委員会事務局　☎（２２）２１１１(内線３２４)問

　来年の夏に行われる予定の参議院議員通常選挙に向け、
中野市の投票率の推移や選挙執行状況などをご覧いただ
き、選挙に対する関心を高めていただくため、選挙に関す
る情報を随時掲載していきます。

選
挙
権
年
齢
が
満
18
歳

以
上
に
引
き
下
げ

　

改
正
公
職
選
挙
法
が
６
月
19
日

に
公
布
さ
れ
、
選
挙
権
年
齢
が
満

20
歳
以
上
か
ら
満
18
歳
以
上
に
引

き
下
げ
ら
れ
ま
し
た
。

○
背
景

　

日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関

す
る
法
律
（
憲
法
改
正
国
民
投
票

法
）は
２
０
１
４
年
に
改
正
さ
れ
、

国
民
投
票
へ
の
参
加
年
齢
を
18
歳

以
上
と
し
、
併
せ
て
選
挙
権
年
齢

の
引
き
下
げ
の
法
制
上
の
措
置
を

速
や
か
に
講
じ
る
こ
と
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
受
け
、
選
挙
権
年
齢

を
国
民
投
票
と
同
じ
満
18
歳
以
上

に
引
き
下
げ
る
公
職
選
挙
法
改
正

案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
国
立
国
会
図
書
館
の
調

査
に
よ
る
と
世
界
１
９
１
の
国
の

中
で
18
歳
ま
で
に
選
挙
権
年
齢
が

認
め
ら
れ
て
い
る
国
は
１
７
６
あ

り
、
実
に
92
％
に
も
な
り
ま
す
。

主
要
８
カ
国
（
Ｇ
８
）
の
中
で
も

日
本
を
除
く
７
カ
国
全
て
で
、
選

挙
権
年
齢
が
18
歳
以
上
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　

な
お
、18
歳
か
ら
の
選
挙
権
は
、

平
成
28
年
夏
に
予
定
さ
れ
て
い
る

参
議
院
議
員
通
常
選
挙
か
ら
施
行

に
な
る
予
定
で
す
。

○
中
野
市
の
有
権
者
に
お
け
る

　

18
〜
19
歳
の
割
合

　

今
回
の
県
議
選
の
中
野
市
の
有

権
者
数
を
基
に
す
る
と
、
18
、
19

歳
が
占
め
る
割
合
は
２
・
52
％（
約

９
５
０
人
）と
な
り
ま
す
。（
図
２
）

　

選
挙
権
年
齢
の
引
き
下
げ
は
、

地
域
や
日
本
の
将
来
を
考
え
て
い

た
だ
き
、
将
来
性
の
あ
る
政
治
や

政
策
に
力
を
入
れ
、
若
者
の
政
治

参
画
を
促
す
目
的
も
あ
り
ま
す
。

～第１回～

18～19歳
2.52％ 10.32％

20 代

30～50代
60代以上

44.01％
43.15％

▲図２ 有権者の年齢
　割合（H27 県議選）
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71.29％
67.95％

64.27％

55.34％

46.72％
市長選

市議選

▼図１ 中野市長選・市議選の投票率推移

　

自
分
の
将
来
の
た
め
、
そ
し
て

地
域
の
将
来
の
た
め
に
、
皆
さ
ん

の
声
を
投
票
と
い
う
形
で
表
現
し

ま
し
ょ
う
。

▼表１　過去５年間の県下 19 市における中野市の投票率推移

H22 参議院選 H22 知事選 H23 県議選 H24 衆議院選
（小選挙区）

順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率
①駒ヶ根市 67.48 ①大町市 63.48 ①東御市 65.88 ①伊那市 69.25
②岡谷市 66.79 ②駒ヶ根市 58.46 ②駒ヶ根市 62.53 ②駒ヶ根市 67.88

⑱松本市 60.47 ⑱中野市 46.44 ⑬松本市 47.81 ⑲千曲市 57.88
⑲中野市 60.04 ⑲上田市 45.80 ⑭中野市 47.28 ⑳中野市 55.16
県平均 64.72 県平均 52.70 県平均 54.19 県平均 63.36

… … … … … … ……

H25 参議院選 H26 知事選 H26 衆議院選
（小選挙区） H27 県議選

順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率 順位 ･市名 投票率
①伊那市 62.06 ①飯山市 52.89 ①伊那市 60.99 ①佐久市 56.56
②駒ヶ根市 61.89 ②駒ヶ根市 48.71 ②佐久市 59.65 ②岡谷市 56.19

⑭中野市 40.09 ⑰中野市 50.74
⑱須坂市 51.43 ⑪長野市 44.14
⑲中野市 49.66 ⑲松本市 37.12 ⑳飯山市 47.72 ⑫中野市 43.91
県平均 57.72 県平均 43.56 県平均 55.48 県平均 48.94

… … … …… … ……

… …
…

…
…… …

…

※衆議院選（小選挙区）は長野市が２区に分かれており、H23 県議選は５市が無投票、
H27 県議選は７市が無投票でした。

自
身
の
た
め
、
地
域
の

た
め
に
投
票
し
ま
し
ょ
う


